








平成 28年 11月 24日 

 

東京都社会保険労務士会 

江戸川支部 

西村義明先生 

 

 

東京都社会保険労務士会 

江戸川支部選挙管理委員会 

委員長 北村博昭 

 

 

平成 28 年 11 月 21 日、支部役員会において、貴台から別添文書を手渡

され、併せて 3日以内での文書回答の求めに対し、下記のとおり回答しま

す。  

 

記 

 

１．江戸川支部選管は、東京会支部役員選出に関する運営細則及び支部運

営要綱を遵守し、公正な選挙を執行しました。 

 

２．従いまして、支部運営要綱を曲解し、自説に固執された貴台の文書に

対し、個々の回答は差し控えます。 

 

３．選挙妨害と選挙無効という表現は不適当で、かなり主観的なご見解か

と存じます。 

 

４．本件につきましては、貴台から東京会選管に提起され、その判断を仰

いでいただければと思料します。 

 

先ずは取り急ぎ書中を以て、ご回答まで。 

以 上 
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